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１．開発許可制度 

開発許可制度とは、市街地の無秩序な開発を防ぎ、良好

な住環境の形成を図るため、都市計画区域内における建築

を目的とした土地の区画形質の変更に対して、公共施設の

整備等の一定の基準を設けた許可制度です。なお、開発許

可等の事務については、島根県からの権限委譲に伴い、平

成 8年 4月 1日から松江市で行っています。 

　また、松江市では 500 ㎡以上の建築目的の開発行為に対

して「松江市民間宅地開発に関する指導要綱」、建築目的以

外の開発に対して「松江市民間開発に関する指導要綱」を

設けて指導を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度

市街化区域 市街化調整区域
非線引 

都市計画区域

都市計画 
区域外

合計

 件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡） 件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡)

 
H27 13 54,420.93 15 21,992.39 1 4,542.18 0 0 29 80,955.50

 
H28 14 36,271.60 26 42,069.61 0 0 0 0 40 78,341.21

 
H29 17 106,501.53 20 16,672.91 0 0 0 0 37 123,174.44

 
H30 26 54,418.22 29 53,174.76 0 0 0 0 55 107,592.98

 
R1 13 42,162.70 30 33,781.10 0 0 0 0 43 75,943.80

 
R2 14 46,864.54 31 63,566.15 0 0 0 0 45 110,430.69

 
R3 17 57,957.84 22 39,050.47 0 0 0 0 39 97,008.31

 
R4 12 36,423.11 35 28,992.33 1 3,329.05 0 0 48 68,744.49

 
R5 10 45,203.35 22 36,677.40 0 0 0 0 32 81,880.75

 
R6 10 41,101.12 13 10,007.16 0 0 0 0 23 51,108.28

 
計 146 521,324.94 243 345,984.28 2 7,871.23 0 0 391 875,180.45

 ※件数及び面積は許可日の属する年度に計上している。 
※平成 23 年 8月１日以降は旧東出雲町のデータも含む

 
開発行為を行う場所 該当する開発行為

 

松江圏 
都市計画区域内

市街化区域内
開発区域面積が

1,000㎡以上

 市街化調整 
区域内

全ての開発行為

 宍道 
都市計画区域内

非線引き都市

計画区域内

開発区域面積が

3,000㎡以上

 
都市計画区域外

開発区域面積が

10,000㎡以上

Ⅶ　宅地開発と建築指導

■開発許可件数（都市計画法第 29 条に基づくもの）

■許可が必要となる開発行為
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２．建築指導 

○用途地域と建築制限の概要 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

建築許可

 一般分 公分 合計

 件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡）

 H27 37 22,234.25 0 0 37 22,234.25

 H28 34 34,708.59 0 0 34 34,708.59

 H29 35 41,203.16 2 960.23 37 42,163.39

 H30 35 39,579.48 0 0 35 39,579.48

 R1 43 23,297.37 0 0 43 23,297.37

 R2 32 118,206.78 0 0 32 118,206.78

 R3 45 32,785.71 1 29,110.00 46 61,895.71

 R4 25 34,800.28 1 2,992.07 26 37,792.35

 R5 30 119,724.13 0 0 30 119,724.13

 R6 33 34,903.26 0 0 33 34,903.26

 
計 349 501,443.01 4 33,062.30 353 534,505.31

 ※件数及び面積は許可日の属する年度に計上している。 
※平成 23 年 8月 1日以降は旧東出雲町のデータも含む。

建蔽率 

｢建蔽率｣とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割

合のことで、敷地内に一定の空地を確保するための規定

です。

敷地面積

建築面積

延べ床面積

道路と敷地の関係  

敷地は道路に 2ｍ以上接していなければ建物は建てられません。また、路地状の敷地

の場合は、原則として表のようにその長さによって制限があります。 

※同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計

 

路地状部分の 
長さ(L)

路地状部分の幅員(W)

 法別表第1(い)欄(1)項から

(6)項までに掲げる用途に供

する建築物で、その用途に供

する部分の延べ面積※が200

㎡を超える建築物

延べ面積※が1,000㎡を

超える建築物

その他の 
建築物

 15ｍ未満 4.0ｍ以上

4.0ｍ以上

2.0ｍ以上

 15ｍ～25ｍ未満 4.5ｍ以上 2.5ｍ以上

 25ｍ以上 5.0ｍ以上 3.0ｍ以上

容積率 

｢容積率｣とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する

割合のことで、建物の密度を規制するための規定です。

Ｗ
Ｌ

■建築許可件数（都市計画法第 43 条に基づくもの）

(｢松江市建築基準法関係指導要綱｣第2条) 
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道路幅員による高さの制限(道路斜線) 

建物の高さは、図のように道路の幅員によって決まり

ます。

高さ制限ライン

W×1.25 
W×1.5

道路(W)

道路境界線

(建築基準法第 56 条第 1項)

 道路斜線　W×1.25 道路斜線　W×1.5

 第一種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
市街化調整区域(A･B区域)

近隣商業地域 
商業地域　準工業地域 
工業地域　工業専用地域 
市街化調整区域 

(A･B区域以外) 
用途地域の指定のない地域

第一種低層住居専用地域内における高さの制限 

第一種低層住居専用地域内では、低層住宅地としての

環境を守るため、本市では建築物の高さ限度を 10ｍとし

ています。

高さ制限ライン

10ｍ

日影による中高層建築物の高さの制限 

中高層建物(概ね 3階以上)を建てる場合には、その建物

の周辺の日照条件の悪化を防ぎ、良好な住環境を確保する

ため、その建物によって生じる日影が一定の基準のもとに

規制されます。 

ア)日影を測定する日と時間 

冬至における真太陽時の午前 8時から午後 4時までの間

に生じる日影について、制限を受ける建物の敷地境界線か

ら 5ｍを越える範囲と 10ｍを超える範囲に分けて、用途地

域毎にそれぞれの範囲に生じさせてはならない日影時間が

決められています。

 

表中の｢規制される区域｣は建築物の建設敷地が属する用途地域ではなく、日影が落ちる部分に該当する用途地域を表す。

 
規制される区域

日影を規制する範囲と時間 測定水

平面
制限を受ける中高層建築物

 5ｍを超え10ｍまでの範囲 10ｍを超える範囲

 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域
4時間以上 2.5時間以上

1.5ｍ
軒高が7ｍを超えるか、また
は地上3階以上の建築物

 第一種,第二種中高層住居専用地域 4ｍ
高さが10ｍを超える建築物

 第 一 種 , 第 二 種 住 居 地 域 5時間以上 3時間以上 4ｍ

隣地境界線からの高さの制限(隣地斜線) 

隣地境界に接近して高い建物を建てるときは、図のよ

うな規制を受けます。

敷地境界線

 隣地斜線    W×1.25  
H＝20ｍ

 第一種中高層住居 
      専用地域 

第二種中高層住居 
      専用地域 

第一種住居地域 
第二種住居地域 
市街化調整区域 

(A･B区域)

 隣地斜線　W×2.5  
H＝31ｍ

 近隣商業地域 
商業地域　準工業地域 
工業地域 
工業専用地域 
市街化調整区域 

(A･B区域以外) 
用途地域の指定のない

地域

高さ制限ライン

W×1.25 
W×2.5

H

W

北側隣地境界線からの高さの制限(北側斜線) 

第一種低層住居専用地域では図のように北側隣地境

界線からの制限を受けます。

北側隣地境界線

高さ制限ライン

1.25

1.0

5ｍ

イ)測定水平面 

日影時間は、第一種低層住居専用地域では、ほぼ 1

階の窓の位置(地上から高さ 1.5ｍ)、その他の地域で

は、ほぼ 2階の窓の位置(地上から高さ 4.0ｍ)の高さ

の水平面の日影を測定します。 

ウ)制限を受ける中高層建築物 

制限を受ける建物は、表のように各用途地域に応じ

て高さが異なります。近隣商業地域、商業地域、準工

業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域の指定の

ない地域及び市街化調整区域内の建物は制限を受けま

せん。


